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第
十
回 

総
会
開
か
れ
る 

 

令
和
六
年
六
月
二
日(

日)

午
後
一
時 

 

第
十
回「
千
葉
氏
を
語
る
会
」の
総
会

は
、
蘇
我
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
多
目
的

ホ
ー
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
。 

定
刻
の
午
後
一
時
、
司
会
者
よ
り
、

本
日
現
在
の
会
員
数
五
八
名
、
出
席

者
数
二
五
名
・
委
任
状
数
十
五
名
、

併
せ
て
四
十
名
で
規
約
第
八
条
の
規

定
、
総
会
員
数
の
過
半
数
を
超
え
て

お
り
、
本
総
会
は
成
立
す
る
こ
と
を

告
げ
開
会
の
宣
言
が
な
さ
れ
た
。 

 

向
後 

保
雄
会
長
の
挨
拶
（要
旨
） 

一
一
二
六
年
に
千
葉
常
胤
公
の
父
常

重
公
が
大
椎
か
ら
猪
鼻
に
き
て
、
そ
こ

か
ら
今
の
千
葉
街
の
都
市
開
発
が
始
ま

っ
た
。
い
ま
各
所
で
二
〇
二
六
年
の
千
葉 

 

開
府
九
〇
〇
年
記
念
事
業
に
向
け
た

種
々
の
行
事
が
催
さ
れ
て
い
る
。 

千
葉
氏
を
語
る
会
の
皆
さ
ん
も
既
に

二
年
後
を
思
っ
て
活
動
し
て
い
る
。
市
議

会
と
し
て
も
応
援
で
き
る
よ
う
頑
張
る

の
で
、
今
後
と
も
支
援
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

議
長
の
選
任 

議
長
に
は
理
事
の
高
野
利
太
郎
氏
を

選
出
す
る
。 

高
野
議
長
は
、
各
議
案
担
当
の
役
員

を
指
名
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
報
告
を
求

め
た
。 

議
事 

 

・
報
告
議
案 

第
一
号
議
案 

令
和
五
年
度 

事
業
報
告 

第
二
号
議
案 

令
和
五
年
度 

決
算
報
告 

第
三
号
議
案 

令
和
五
年
度 

監
査
報
告 

 

第
一
号
～
第
三
号
議
案
の
報
告
・

説
明
の
後
、
一
括
し
て
質
疑
を
求
め

た
が
、
異
議
な
く
原
案
の
と
お
り
承

認
さ
れ
た
。 

・
協
議
議
案 

第
一
号
議
案 

令
和
六
年
度 

事
業
計

画
案 

 
 

第
二
号
議
案 

令
和
六
年
度 

収
支
予

算
案 

 

第
一
号
、
第
二
号
協
議
議
案
の
説

明
の
後
、
一
括
し
て
質
疑
を
求
め
た

が
、
異
議
な
く
原
案
の
と
お
り
承
認

さ
れ
た
。 

・
報
告
事
項 

令
和
六
年
度 

役
員
お
よ
び
顧
問
就
任
二

年
目
の
役
員
の
継
続
を
報
告
、
拍
手

を
以
っ
て
了
承
さ
れ
た
。 

以
上
で
議
案
審
議
の
全
て
が
終
了
、

議
長
は
総
会
の
終
了
を
宣
言
し
た
。 

 

講
演
に
入
る
前
に
、
千
葉
市
長 

神
谷 

俊
一
様
か
ら
の
お
祝
い
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
都
市
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

推
進
課
長
補
佐 

丹
野 

正
仁
様
か
ら

披
露
さ
れ
た
。 

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ご

紹
介
し
ま
す 

 

 

 

続
い
て
、

丸
井 

敬
司
本
会
副
会
長
に

よ
る
演
題
「
千
葉
開
府
９
〇
〇
年
を

検
証
す
る
」
の
記
念
講
演
と
風
間 

洋

氏
（
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
）
と

の
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
が
行
わ
れ
た 
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千
葉
開
府
９
０
０
年
を
検
証
す
る 

丸
井
敬
司(

元
千
葉
大
非
常
勤 

講
師
・
文
学
博
士) 

 

今
回
の
話
は
２
年
後
に
控
え
た「
千

葉
開
府
９
０
０
年
」
に
関
し
そ
の
歴
史
的

意
義
に
つ
い
て
新
た
に
発
見
さ
れ
た
資

料
か
ら
検
証
す
る
も
の
で
す
。 

さ
て
、
こ
の
式
典
は
関
東
の
名
族
と

さ
れ
た
千
葉
氏
が
大
治
元
年(

１
１
２
６)

６
月
１
日
、
千
葉
郷
に
移
住
し
た
日
を

記
念
し
て
大
正
１
５
年(

１
９
２
６)

に「
千

葉
開
府
８
０
０
年
」
と
し
て
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
２
回
目
は
昭
和
５
１
年

(

１
９
７
６)

に
開
催
さ
れ
、
こ
の
時
は「
千

葉
開
府
８
５
０
年
」
と
し
て
大
々
的
な
記

念
事
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

こ
の「
千
葉
開
府
」の
年
号
は
北
斗
山

金
剛
授
寺(

現
千
葉
神
社
。
以
下「
尊
光

院
」
と
い
う)

で
制
作
さ
れ
た『
千
学
集 

(

注
１)

』(

以
下
『
抜
粋
』
と
い
う)

の

「
大
治
元
年(

１
１
２
６)

丙
午
六
月

朔
、
初
め
て
千
葉
を
立
つ
」
と
書
か

れ
た
記
事
を
根
拠
と
し
て
開
催
さ
れ

た
も
の
で
す
。 

し
か
し
、
新
た
に「
千
葉
県
史
」
の
発

行
が
計
画
さ
れ
、
そ
の
編
纂
事
業
に
関

わ
っ
た
T
大
名
誉
教
授
の
故
I
氏
は
、

こ
の『
抜
粋
』が
「
江
戸
時
代
に
原
本
か

ら
抜
き
書
き
さ
れ
、
幕
末
に
紀
琴
夫

氏
を
経
て
佐
原
の
清
宮
秀
堅
氏
が
書

き
写
し
た
も
の
」で
、
こ
れ
を
根
拠
に
し

て
千
葉
開
府
の
日
を
大
治
元
年(

１
１
２

６)

６
月
１
日
と
す
る
に
は
信
頼
性
に
欠

け
る
」と
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
平
成
２
０
年
に
故
I
氏
が

著
さ
れ
た『
千
葉
県
の
歴
史
』(

山
川
出

版
社
刊)

に
は
、
こ
の
千
葉
氏
の
成
立
に

関
す
る
記
述
は
除
か
れ
、「
千
葉
氏
」
の

「
名
」が
初
め
て
確
認
で
き
る
の
は
保
元

の
乱(

１
１
５
６)

前
後
で
あ
る
」と
さ
れ
ま

し
た
。 

今
回
の
私
の
話
は
、
こ
う
し
た
千
葉

氏
成
立
の
謎
に
つ
い
て
前
記
の『
千
葉
県

の
歴
史
』
の
刊
行
後
、
鍋
島
藩
家
臣
徳

島
家(

注
２)

の
子
孫
の
家
か
ら
新
た
に
発

見
さ
れ
た『
千
葉
介
頼
胤(
注
３)

制
作
の

千
葉
系
図
』(

以
下『
徳
島
本
千
葉
系

図
』と
い
う)

や 

『
源
平
闘
諍
録(
注
４)

』

な
ど
の
千
葉
氏
関
係
資
料
に
基
づ
い
て

再
度
検
討
す
る
も
の
で
す
。 

さ
て
、
こ
の
『
抜
粋
』
や
『
徳
島

本
千
葉
系
図
』
に
よ
る
と
千
葉
氏
の

祖
で
あ
る
両
総
平
氏
は
「
忠
常
の

乱
」
以
後
、
房
総
三
国
の
統
一
に
成

功
し
た
常
将
・
常
長
の
親
子
に
よ
り

形
成
さ
れ
、
常
長
が
没
す
る
と
そ
の

所
領
は
常
長
の
７
人
の
子
に
分
割
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
中
で
最
大
の
所
領
を

継
承
し
た
の
は
常
長
の
五
男
の
常
晴
で
、

こ
の
所
領
は
上
総
国
の
大
部
分
と
下
総

国
の
相
馬
領
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
常

晴
の
兄
の
常
兼
は
海
上
郡
、
匝
瑳
郡
と

臼
井
、
白
井
な
ど
匝
瑳
地
方
と
印
旛
郡

周
辺
を
所
領
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
故

I
氏
は
、
常
兼
の
本
拠
地
に
つ
い
て
も

「
不
明
」と
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
常

兼
及
び
子
の
常
重
の
本
拠
地
に
つ
い
て

検
討
し
ま
す
。
常
兼
の
子
常
重
に
つ
い
て

は『
源
平
闘
諍
録
』(

一
之
下)

に
は「
常

重
大
権
介
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
鎌
倉
時
代
中
期
に
成
立
し
た『
徳

島
本
千
葉
系
図
』
の
常
重
の
左
脇
に
も

「
又
云
大
権
介
」
と
書
か
れ
、
右
脇
に
は

更
に「
千
葉
介
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
同

時
に
、
同
系
図
に
は
常
兼
の
甥(

常
晴
の

孫)

の
上
総
惟
常
が「
大
権
五
郎
」と
称

し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
惟
常

に
つ
い
て
は『
千
葉
大
系
図(

注
５)

』や『
成

田
参
詣
記(

注
６)

』に
は「
大
椎
五
郎
」と

さ
れ
て
い
る
事
か
ら『
源
平
闘
諍
録
』や

『
徳
島
本
千
葉
系
図
』
の「
大
権
」は「
大

椎
権
介(

注
７)
」の「
椎
」が
略
さ
れ
た
か
、

も
し
く
は「
大
椎
」
の
誤
記
で
あ
り
、
こ
の

地
は
千
葉
市
緑
区
大
椎
で
あ
っ
た
事
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
常
重
の
本
拠
地
が

「
大
椎
」で
あ
り
、『
徳
島
本
千
葉
系
図
』

に
大
椎
と
千
葉
の
２
つ
の
地
名
が
書
か

れ
て
い
る
事
か
ら
常
重
が
、「
大
椎
」を

上
総
氏
に
譲
り
、
下
総
国
千
葉
郡
千
葉

郷
に
移
っ
た
事
を
示
し
て
い
ま
す
。
一

方
、
常
重
は
こ
の
千
葉
郷
移
住
前
の
天

治
元
年(

１
１
２
４)

に
は
叔
父
常
晴
の
養

子
と
な
っ
て
相
馬
領
を
継
承
し
ま
し
た
。 

こ
の
二
つ
の
出
来
事
は
、
実
質
的
に
は

上
総
氏
と
大
椎
氏
の
所
領
の
交
換
で
あ

つ
た
事
に
な
り
ま
す
。
問
題
は
、
こ
の
交

換
の
対
象
と
さ
れ
た
大
椎
が
大
椎
系
武

士
団
の
本
拠
地
で
あ
り
、
常
重
が
そ
の

所
領
を
上
総
氏
に
譲
渡
す
る
事
が
、
こ

の
交
換
の
条
件
で
あ
っ
た
点
で
す
。 

こ
れ
は
、
常
兼
の
形
成
し
た
同
武
士

団
の
解
体
を
意
味
す
る
事
か
ら
、
大
椎

譲
渡
は
常
兼
の
没
後
と
な
る
必
要
が
あ

り
ま
す
が
、『
抜
粋
』に
よ
る
と
常
兼
は

大
治
元
年(

１
１
２
６)

２
月
１
０
日
に
８

３
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
段
階

で
常
兼
の
形
成
し
た「
大
椎
武
士
団
」は

解
体
し
、
常
重
は
、
大
椎
を
継
承
し
、
そ

の
所
領
を
上
総
氏
に
譲
渡
す
る
事
が
可

能
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
常
重
の
千

葉
移
住
が
相
馬
領
の
獲
得
の
２
年
後
と

な
っ
た
理
由
と
思
わ
れ
ま
す
。 

な
お
、
常
重
の
千
葉
郷
移
住
の
日
が

常
兼
の
没
後
の
３
カ
月
後
と
な
っ
た
の
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は
、
こ
れ
が
、
千
葉
館
や
尊
光
院
、
広
小

路
な
ど
の
施
設
や
設
備
が
整
備
さ
れ
る

の
に
必
要
な
期
間
で
あ
っ
た
事
を
考
え

る
と
、
常
重
の
千
葉
郷
移
住
の
日
が
同

年
６
月
１
日
と
す
る『
抜
粋
』
の
記
事
に

つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
正
確
に
記
録
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

そ
の
意
味
で
は
大
椎
常
重
の
千
葉
郷

移
住
を「
大
治
元
年
６
月
１
日
」
と
し
、

こ
の
日
を
千
葉
市
が[

千
葉
開
府
の
日]

と
し
て
祝
う
事
は
意
義
深
い
も
の
で
あ

る
事
を
指
摘
し
て
、
こ
の
話
を
終
え
た
い

と
思
い
ま
す
。 

清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

注
１
応
仁
年
代
に
製
作
さ
れ
た
尊
光
院
の
寺
伝
。

そ
れ
以
前
の
出
来
事
は
『
旧
記
』
か
ら
写
さ

れ
た
と
さ
れ
る
。 

注
２
徳
島
家
は
九
州
千
葉
氏
の
子
孫
。 

注
３
鎌
倉
時
代
中
期
の
千
葉
氏
の
当
主
。 

九
州
千
葉
氏
の
祖
。 

注
４
『
源
平
闘
諍
録
』
は
鎌
倉
時
代
中
期
に
千
葉

氏
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
『
平
家
物
語
』
。  

注
５
江
戸
時
代
初
期
に
製
作
さ
れ
た 

『
千
葉
氏
系
図
』 

注
６
江
戸
か
ら
成
田
ま
で
の
各
地
の
名
所
，
旧
跡

な
ど
を
図
版
入
り
で
記
し
た
も
の
。 

注
７
『
抜
粋
』
に
「
常
兼
大
椎
権
介
」
と
あ
る
。 

  

大
須
賀
氏 

(

千
葉
常
胤
四
男
胤
信) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(

会
員)

日
向
安
昭 

 

大
須
賀
氏
は
二
つ
の
出
自(

し
ゅ
つ

じ
・
出
所)

が
あ
り
ま
す
。
発
祥
の
地

は
、
下
総
国
香
取
郡
大
須
賀
保(

大
栄

町
・
下
総
町
・
成
田
市
北
部
） 

(

１)  

平
常
長
流
・
大
須
賀
常
継 

房
総
平
氏
の
総
領
家
上
総
氏
に
従

う
。
広
常
が
謀
反
の
疑
い
で
誅
殺

(

ち
ゅ
う
さ
つ)

さ
れ
、
所
領
を
没
収

さ
れ
る
。 

(

２)  
千
葉
常
胤
流
・大
須
賀
胤
信 

上
総
流
・
大
須
賀
常
継
の
遺
領
を

相
続
し
、
天
正
１
８
年(

１
５
９
０)

ま
で
約
４
０
０
年
間
支
配
し
た
。 

 

平
常
長(

常
将
の
子
・
生
誕
１
０
２

４
年)

の
七
男
・
常
継
が
下
総
国
香
取

郡
大
須
賀
保
を
領
し
て
大
須
賀
氏
を

称
し
た
。
初
期
の
大
須
賀
氏
は
、
上

総
氏
に
従
い
、
頼
朝
の
挙
兵
時
に
は

広
常
の
軍
勢
に
名
を
連
ね
て
い
た
。

し
か
し
の
ち
に
上
総
広
常
が
謀
反
で

誅
殺
さ
れ
た
た
め
、
大
須
賀
常
継
も

広
常
と
同
類
と
し
て
大
須
賀
保
は
幕

府
に
没
収
さ
れ
た
。 

大
須
賀
保
は
、
千
葉
介
常
胤
に
与
え
ら

れ
た
。
常
胤
は
そ
の
後
、
四
男
の
多
部
田

四
郎
胤
信
に
地
頭
職
を
譲
り
胤
信
は

「
大
須
賀
氏
」を
称
し
た
。 

多
部
田
四
郎
胤
信
は
、
平
安
時
代
末

期
に
は
千
葉
庄
多
部
田
郷(

千
葉
市
若

葉
区
多
部
田
町)

の
在
地
領
主
と
し
て

「
多
部
田
」を
称
し
た
。
胤
信
は
頼
朝
の

側
近
に
仕
え
て
、
厚
い
信
頼
を
受
け
た
。 

建
久
元
年(

１
１
９
０)

９
月
、
頼
朝
の
上

洛
の
奉
公
人
が
決
め
ら
れ
た
と
き
、
胤

信
は
八
田
知
家
と
と
も
に
厩(

う
ま
や)

の
事
を
司
さ
ど
る
奉
行
と
な
っ
た
。
こ
の

時
の
奉
行
の
顔
ぶ
れ
を
み
る
と
、
和
田

義
盛
・
梶
原
景
時
・
三
浦
義
連
・
葛

西
清
重
・
大
江
広
元
な
ど
そ
う
そ
う
た

る
メ
ン
バ
ー
で
、
胤
信
は
こ
れ
ら
の
有
力

御
家
人
と
肩
を
並
べ
て
、
重
要
な
役
割

を
務
め
た
。
胤
信
は
欧
州
藤
原
氏
と
の

戦
い
で
は
父
・常
胤
に
従
っ
て
東
海
道
を

攻
め
上
が
り
、
そ
の
功
績
で
正
治
二
年

(

１
２
０
０)

、
陸
奥
国
好
島
庄
（福
島
県

い
わ
き
市
）を
賜
っ
た
常
胤
の
諸
所
領
を

譲
ら
れ
た
。
ま
た
胤
信
は「
和
田
義
盛
の

乱
」の
鎮
圧
後
に
、
そ
の
功
と
し
て「
甲

斐
国
井
上
庄
」
を
賜
っ
た
。 

胤
信
の
子
、
通
信
、
重
信
、
教
（成
）

胤
の
三
人
は
、
大
須
賀
姓
を
継
承
し
、

胤
秀
は
田
部
田
氏
（多
部
田
）
を
称
し
、

胤
村
は
、
荒
見
氏
を
称
し
た
。 

 

田
部
田(

多
部
田)

氏(

大
須
賀
系) 

大
須
賀
胤
信
の
子
胤
秀
は
田
部
田
次

郎
と
称
し
た
。
現
在
の
千
葉
市
若
葉
区

多
部
田
町
を
中
心
と
し
た
地
域
。
一
族

は
代
々
、
田
部
田
姓
を
継
承
し
た
。 

胤
信
の
嫡
子
・通
信
は
父
の
総
領
職
を

継
い
で
、
弟
た
ち
と
共
に
大
須
賀
保
の

開
発
に
つ
と
め
た
。
在
所
は
大
須
賀
郷

の
名
字
地(

大
菅
（成
田
市
大
菅
）に
近

い
助
崎
館(

成
田
市
名
古
屋)

で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
香
取
海
の
浜
辺
を
有

し
、
水
運
の
便
が
非
常
に
よ
い
立
地
で
あ

っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。 

荒
見
氏
氏(

大
須
賀
系) 

胤
信
の
子
胤
村
は
荒
見
小
次
郎
と
称

し
た
。
荒
見
は
、
現
在
の
成
田
市
荒
見
に

比
定
さ
れ
る
。 

大
須
賀
郷
の
大
須
賀
家
の
成
立 

常
長
系
大
須
賀
氏
が
支
配
し
て
い
た

大
須
賀
郷
は
、
常
胤
の
所
領
と
な
り
、

常
胤
の
子
息
で
あ
る
胤
信
に
分
与
さ
れ

た
。
胤
信
は
大
須
賀
郷
に
地
頭
と
し
て

入
部
し
、
の
ち
に
荘
園
や
公
領
を
管
理

し
、
警
察
権
を
握
る
よ
う
に
な
っ
て
、
荘

園
や
公
領
を
支
配
下
に
お
く
よ
う
に
な

る
。
地
頭
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
御
家

人
に
と
っ
て
現
地
支
配
が
正
当
化
さ
れ

る
こ
と
を
い
み
す
る
。 
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大
須
賀
胤
信
の
御
家
人
と
し
て
の
活
躍

(

吾
妻
鏡) 

胤
信
が
登
場
す
る「
吾
妻
鏡
」
の
記
事

は
約
二
十
箇
所
ほ
ど
あ
る
。 

寿
永
元
年(

１
１
８
２)

頼
朝
の
嫡
子
・頼

家
の
七
夜
の
儀
に
、
常
胤
の
六
人
の
子

息
と
共
に
参
列
し
、
胤
信
は
進
物
の
鞍

を
置
い
た
馬
を
兄
の
胤
盛
と
と
も
に
引

い
た
。
頼
朝
の
常
胤
に
対
す
る
厚
い
信
頼

と
、
千
葉
一
族
の
存
在
の
大
き
さ
を
示

し
て
い
る
。 

文
治
五
年(

１
１
８
９)

奥
州
合
戦
に

常
胤
は
参
戦
し
戦
果
を
挙
げ
、
常
胤
は

勲
功
賞
と
し
て
、
陸
奥
国
の
好
島
庄(

福

島
県
い
わ
き
市)

・
行
方
郡(

福
島
県
南

相
馬
市
周
辺)

・
亘
理
郡(

宮
城
県
亘
理

町
）
・高
城
保(

宮
城
県
松
島
町
周
辺)

を

拝
領
し
た
。
胤
信
は
こ
れ
ら
所
領
の
う

ち
、
好
島
庄
の
預
所
職(

宮
城
県
亘
理

町)

下
級
荘
官
を
指
揮
し
て
土
地
の
支

配
を
行
う
職
）を
、
正
治
二
年(

１
２
０

０)

に
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
よ

り
下
総
大
須
賀
氏
の
一
族
が
こ
の
地
に

移
り
住
み
、「
奥
州
大
須
賀
氏
」
と
し
て

発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

「
吾
妻
鏡
」
に
は
胤
信
が
頼
朝
に
信
頼

さ
れ
、
そ
ば
近
く
で
仕
え
て
い
た
こ
と
を

示
す
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る
。
文
治
五

年
、
頼
朝
が
狩
り
に
出
か
け
る
と
き
、

供
に
胤
信
が
従
っ
て
い
る
。
建
久
元
年(

１

１
９
０)

頼
朝
上
洛
の
奉
行
人
に
、
胤
信

は
八
田
知
家
と
と
も
に
厩
の
こ
と
を
司

さ
ど
る
奉
行
と
な
っ
た
。
胤
信
は
有
力

御
家
人
の
中
に
名
を
連
ね
、
胤
信
自
身

が
す
ぐ
れ
た
行
政
能
力
の
持
ち
主
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。 

建
久
二
年(

１
１
９
１)

元
旦
、
常
胤
は

頼
朝
に
椀
飯
（お
う
ば
ん
・将
軍
を
元
旦

か
ら
数
日
も
て
な
す
儀
礼
）を
献
じ
た
。

胤
信
は
弟
の
国
分
胤
通
た
ち
と
と
も
に

馬
を
引
い
た
。 

こ
の
他
に
も
文
治
元
年(

１
１
８
５)

頼
朝
が
父
義
朝
の
菩
提
を
弔
う
た
め

に
建
立
し
た
勝
長
寿
院(

現
在
廃
寺)

の

供
養
に
当
た
り
随
兵
と
し
て
頼
朝
に

従
っ
た
。
建
久
六
年
東
大
寺
の
復
興

に
伴
う
東
大
寺
供
養
な
ど
に
胤
信
は

随
兵
平
と
し
て
頼
朝
に
従
っ
て
い
る

胤
信
は
こ
の
よ
う
に
頼
朝
の
儀
式
や

狩
猟
、
そ
し
て
公
的
な
行
事
や
寺
社

参
詣
な
ど
に
お
い
て
そ
の
そ
ば
に
近

侍
し
活
動
し
て
い
た
。 

胤
信
の
晩
年 

建
久
十
年(

１
１
９
９)

源
頼
朝
が
死
去

二
年
後
の
建
仁
元
年(

１
２
０
１)

に
は

胤
信
の
父
千
葉
常
胤
が
死
去
す
る
。

幕
府
自
体
が
変
化
し
始
め
る
中
、
胤

信
は
ど
の
よ
う
に
立
ち
回
り
、
大
須

賀
氏
の
基
礎
を
築
い
た
の
か
。
頼
朝

の
死
後
、
そ
の
子
頼
家
が
将
軍
を
継

い
だ
が
、
ま
だ
十
八
歳
の
若
年
で
あ

っ
た
た
め
幕
府
の
宿
老
十
三
人
の
合

議
制
を
敷
い
た
。
有
力
御
家
人
の
あ

い
だ
で
主
導
権
争
い
が
起
き
、
そ
の

中
で
勢
力
を
伸
ば
し
て
き
た
の
が
北

条
氏
で
あ
る
。
建
仁
三
年(

１
２
０
３)

北
条
時
政
は
将
軍
頼
家
を
廃
し
、
そ

の
弟
実
朝
を
将
軍
に
た
て
、
時
政
は

執
権
と
い
う
立
場
で
幕
府
の
実
権
を

握
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

中
で
の
胤
信
の
動
き
は
「
吾
妻
鏡
」

に
は
、
元
久
二
年(

１
２
０
５)

の
畠
山

討
伐
軍
の
中
に
「
大
須
賀
胤
信
」
の

名
前
が
み
え
る
。
胤
信
は
時
政
の
子

北
条
義
時
の
主
力
軍
に
参
加
し
た
。

上
総
千
葉
氏
の
常
秀
や
国
分
胤
通
・

相
馬
義
胤
・
東
重
胤
と
と
も
に
そ
の

後
陣
を
務
め
た
の
で
あ
ろ
う
「
吾
妻

鏡
」
で
胤
信
が
み
え
る
最
後
の
記
事

は
、
和
田
合
戦
に
お
け
る
論
功
行
賞

の
記
事
で
あ
る
胤
信
は
千
葉
成
胤
の

軍
に
子
息
通
信
と
と
も
に
従
っ
て
軍

功
を
あ
げ
た
恩
賞
と
し
て
、
甲
斐
国

井
上
庄(

山
梨
県
笛
吹
市
御
坂
町
井
之

上)

を
賜
っ
た
。 

お
わ
り
に
大
須
賀
胤
信
は
、
父
常
胤
と

と
も
に
、
関
東
・
九
州
・
東
北
と
日

本
全
国
各
地
を
転
戦
し
、
鎌
倉
幕
府

の
樹
立
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
そ
し

て
有
力
御
家
人
と
て
も
活
躍
し
た
。

頼
朝
亡
き
後
は
、
勢
力
を
強
め
つ
つ

あ
っ
た
北
条
氏
と
良
好
な
関
係
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
晩
年
合
戦
に
よ

っ
て
功
を
示
す
胤
信
の
姿
は
、
大
須

賀
氏
が
千
葉
一
族
の
な
か
で
、

「
武
」
と
し
て
の
一
面
が
ひ
と
際
強

い
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
浮
か

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
治
的
な
面

で
も
す
ぐ
れ
た
感
覚
を
持
っ
て
い
る

こ
と
は
、
父
常
胤
と
共
通
す
る
部
分

で
あ
ろ
う
か
。 

大
須
賀
氏
の
そ
の
後 

戦
国
時
代
の
末
期
ま
で
の
大
須
賀
の

地
を
支
配
し
続
け
、
下
総
国
で
も
有
数

の
伝
統
的
、
一
族
と
し
て
活
躍
す
る
。 

大
須
賀
家
の
祖
と
な
り
、
発
展
の
基
礎

を
つ
く
っ
た
胤
信
は
、
大
須
賀
氏
の
菩
提

寺
で
あ
る
。「
宝
応
寺
」(

成
田
市
伊
能)

に
残
る「
宝
応
寺
過
去
帳
に
よ
る
と
、
健

保
三
年(

１
２
１
５)

に
没
し
て
い
る
。 

集
後
記 

 

編
集
子 

会
報
誌
十
八
号
を
お
届
け
し
ま
す

今
回
号
で
は
令
和
六
年
六
月
二
日

開
催
さ
れ
ま
し
た
総
会
と
講
演
会

の
記
事
掲
載
し
ま
し
た
。 


